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 三条市の学校給食は、主食・主菜・副菜２品を基本とし、様々な食材をバラン
スよくとれるように工夫しています。
 米飯食を基本としつつ、「学校生活をより豊かにする給食」の視点から、月１
回程度、パンと麺を提供します。また、補食として、原則毎日牛乳が付きます。

 季節ごとの行事食やリクエス
ト献立、子どもたちが考えた献
立などを取り入れ、楽しく学び
ある給食を目指します。

 季節の魚介類を主菜に、地場の
旬の野菜をできるだけ取り入れた、
旬をたっぷり味わえる献立です。

 農家さんの愛情たっ
ぷり！品質や環境に配
慮した有機栽培米、特
別栽培米に限定して使
用しています。

■□   □■
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■□ □■
給食費は、原則として８月・３月を除く10か月に分けて集めています。
２月の給食費は、年間給食回数により、金額を調整します。

徴収額 １食単価 月額
小学校 284円 5,540円
中学校 329円 6,390円

給食費徴収の流れ

学校へ納付
（学校預かり金の一つ）

調理場の口座へ
納付

教育総務課で
管理
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■□ □■
 保護者の皆さんから納めていただいた給食費は、教育総務課が事務局となり
管理しています。給食運営委員会から選出された監査委員による監査を年３回
学期ごとに行い、給食費が適切に運用されているかを確認しています。

米の納品
  ・請求

食材の発注
 ・支払い

三条市学校給食
地産地消補助金の交付

食材の納品
 ・食材費請求

米の発注
 ・支払い

米代金
（保護者負担分）
支払い

米代金
（保護者負担分）
請求
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■□ □■
 三条市では、一日約7,300食の給食を市内の７つの調理場で調理して、各
学校へ届けています。

配食数は令和５年５月１日現在
４



■□ □■
 三条市では、学校給食の一層の充実とより効率的な運営を図るため、平成25
年度から順に民間業者へ調理等業務を委託しています。現在は、市内７か所の
調理場全てが民間委託となっています。
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三条市

栄養教諭が献立を
作成し、食材を発注

①献立作成・食材発注

納品された食材の
検収

②食材の検収
献立表及び調理業務
指示書に従い調理

③調理
栄養教諭が調理の
出来栄えを確認

④調理の確認

⑥食器等の回収
⑦食器・食缶等の洗浄、
   消毒、保管
★施設・設備の清掃
  及び日常点検

出来上がった給食を学
級毎に分ける作業及び
コンテナ等への積込み、
配膳室での受け渡し

⑤配缶及び給食の受け
   渡し学 校

業務委託
調理等業務受託者

学校責任者の
検食

委託する業務内容
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■□ □■
 共同調理場では、給食の運搬業務を外部委託し、専用のトラックで各学校へ
配送しています。
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 このほかの学校は、調理場と併設していることから、コンテナやカートに載せて、
調理員が学校の配膳室まで運んでいます。


